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（要旨） 

１ この細目は、和歌山工業高等専門学校外国留学に関する取扱要項第９条の規定に基づ

き、和歌山工業高等専門学校（以下「本校」という。）の学生の外国留学（以下「留学」と

いう。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（留学資格） 

２ 留学資格は、日本青少年育成協会所属の全国高校生留学生交流団体連絡協議会会員、又

はこれと同等と認められる団体（外国の団体を含む。）が実施する試験に合格した者とす

る。 

（留学許可学生） 

３ 留学の許可は、第１学年から第３学年までに在学する学生を対象とする。 

（出席） 

４ 当該学生は、留学期間中、本校に在学し、出席したものとみなす。 

（留学の種類） 

５ 留学のコースは、次の２コースとする。 

Ａコース 

一 本校での成績が、特に優秀な者とする。 

二 留学先の学校が発行する証明書等に基づき留学中の成績が良好な者に対しては、６０

単位を超えない範囲で、本校における授業科目の履修により修得したものとみなし、留

学前の所属学年より１学年上の学年に進級させることができる。ただし、この場合にお

いて修得したものとみなすことができる単位は、学生が他の高等専門学校及びそれ以外

の教育施設等において履修したものとみなす単位を合わせて６０単位を超えないものと

する。 

三 第３学年での出発期限は、８月末日までとする。 

四 留学の出発時期及び帰国時期は、７月～８月出発、４月～６月帰国と、１月～２月出

発、１０月～１２月帰国の２種類とする。 

（ア） ７月～８月出発、４月～６月帰国の場合 

留学前に、留学に伴う当該学年の不足単位の修得が見込めることを条件とする

とともに、出発時までの欠席日数は、当該期間の３分の１以下とする。 

（イ） １月～２月出発、１０月～１２月帰国の場合 

留学出発までの成績資料に基づき、当該学年の修了認定が見込めることを条件

とするとともに、帰国後、年度末までに帰国年度の学年の不足単位を修得するも

のとする。なお、帰国年度の欠席日数は、当該期間の３分の１以下とする。 

五 留学中の成績が良好であっても、本人の希望により留学前の学年に復帰することがで

きる。ただし、留学前の成績資料は引き継ぐものとする。 

六 留学中の成績が不良で、単位の認定を受けられなかった者は、留学前の学年に復帰す



るものとする。ただし、留学前の成績資料は引き継ぐものとする。 

Ｂコース 

一 留学Ａコースの条件に該当せず留学する者に対しては、帰国後、留学前の学年に復帰

させることができる。ただし、留学前の成績資料は引き継ぐものとする。 

二 本人から履修免除の申し出があった科目について、留学先の学校が発行する証明書等

に基づき、その成績が良好な場合、申し出があった科目を修得したものと認定すること

ができる。  

（成績資料の提出及び保管） 

６ 留学する学生の授業担当教員は、当該学生の留学出発時点までの成績資料（授業時間、授

業時間数、評価等）を所定の期日までに学生課教務係に提出し、教務係はこれを保管しなけ

ればならない。 

 

 

附 則 

この細目は、平成９年１２月３日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成１１年１２月２２日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成１３年１２月１２日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和３年３月１日から施行する。 

 


